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病床機能分化･連携に係る補助制度の一部見直し ( 検討案 )  

地域医療介護総合確保基金を活用した本県補助事業（「病床機能分化・連携推進事業」）について、以下の見直しの実施を検討中 

 

１．高度急性期病床整備事業 【 対象地域の拡大 】 

項  目 現    行 改 正 後 

対象地域 

次のいずれかの入院料を算定する病床がない医療圏 

・ 特定集中治療室管理料 

・ ハイケアユニット入院医療管理料 

・ 脳卒中ケアユニット入院医療管理料 

 

➢ 該当医療圏  那賀、新宮 

病床機能報告において「高度急性期」と報告された病床の数が、2025年における高

度急性期の必要病床数を下回っている医療圏 

 

➢ 該当医療圏  那賀、橋本、御坊、田辺、新宮 

（ 高度急性期病床の不足する医療圏を全て対象に ） 

 

 

２．施設改修等に係る設計費支援 【 新たな支援策 】 

項  目 現    行 改 正 後 

概  要  － 

以下の各事業（施設改修等）における実施設計費用を補助 

・ 回復期病床の整備（ 急性期から回復期への機能転換、回復期機能の強化 ） 

・ 高度急性期病床の整備（ 急性期から高度急性期への機能転換 ） 

・ 病床廃止を伴う施設転換 

基 準 額  － 500千円／床 

補 助 率  － 2分の1（ 着手時期にかかわらず固定 ） 

その他要件  － 病床機能転換を伴う場合にあっては、地域医療構想調整会議における合意が必要 

 

  

資料４ 
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病床削減に係る国の新たな支援策（概要） 
（ 令和2年1月27日開催 「全国都道府県・指定都市公営企業管理者会議」資料5より抜粋 ） 
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病床削減に係る国の新たな支援策（概要・続き） 
（ 令和2年1月27日開催 「全国都道府県・指定都市公営企業管理者会議」資料5より抜粋 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


